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重要事項説明書（介護医療院サービス） 

 

 田尻病院が、あなたに提供する施設サービスと自己負担額は以下のとおりです。  

 その他につきましては、別に定める介護医療院田尻病院に基づくものとします。      

（法定代理受領を前提としています。） 

１．介護保険給付によるサービス                 令和 6 年 4 月 1 日現在 

サービスの種類 内       容 自己負担額 

 

 

 

 

 

食 事 

食事時間 朝  食    ８時 ～ ９時まで 

昼  食   １２時 ～ １３時まで 

夕  食   １８時 ～ １９時まで 

食事場所：できるだけ､離床して食堂でお召し上がり

下さい｡ 栄養士の立てる献立表により、栄養と利用

者の身体状況に配慮した バラエティーに富んだ食

事を 提供致します。 

お茶の給付は、お気軽に職員へお申し付け下さい。 

配茶は、７時と１６時に行っております。 

１日あたり 

食事負担額は 

1,445 円です。 

・朝食 315 円 

・昼食 565 円 

・夕食 565 円 

（材料費・調理費を含む） 

 患者様の事情により 

減額制度があります。 

居住費 
光熱水費相当の居住費をご負担いただきます。（居住

費については外泊中も必要となります） 

１日あたり 640 円 

患者様の事情により 

減額制度があります。 

療養食 

医師の発行する食事せんに基づき、糖尿病食・腎臓

病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・高

脂血症食・痛風食及び特別な場合の検査食の提供。 

 

加算負担額 6 円／食 

 

 

 

 

健康管理 

 

専属医師による定期診察は、週２日行い健康管理に 

努めます。また、緊急等必要な場合には主治医ある

いは併設の医療機関に責任をもって引き継ぎます。 

（当施設長医師） 

氏  名    窪 田 淳 一 

 所属病院    田 尻 病 院 

 

機能訓練 
機能訓練指導員による 機能訓練をあなたの状況に 

合わせ、また、サービス計画に沿って実施致します。 

 

入 浴 

清 拭 

更 衣 

年間を通じて週２回の入浴 又は清拭を行います。 

機械を用いての入浴も可能です。 

入浴・清拭時には、着替えも行います。 

 

 

整 容 

 

着替え 

寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します 

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われる 

よう援助します。 

シーツの交換は､週１回、寝具の消毒は 定期に実施 

致します。 

 

利用料（基本料金） 円／１日あたり（Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ.ⅱ）夜間勤務等看護（Ⅳ）の合計） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

金 額 840 950 1,189  1,290 1,382 

※ 【加算】介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）・協力医療機関連携加算・高齢者施設等感染対策向

上加算(Ⅰ)(Ⅱ)・サービス提供体制加算(Ⅰ)・感染対策指導管理・褥瘡対策指導管理(Ⅰ)・栄

養マネジメント強化加算・科学的介護推進体制加算加算(LIFE)があります。 

※ 【その他】必要に応じて、経口維持加算・褥瘡管理加算（Ⅱ）・リハビリテーションを行っ

た場合は加算が発生します。 
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年中行事及び 

レクリェーション活動 

当 施 設 で は 、 つ ぎ の よ う な 年 中 行 事 及 び

レクリェーション活動を用意致しております。 

参加はされるか否かは任意です。 

【行事】 

   節分・お花見・七夕 

   敬老会・クリスマス会 

 

販  売 当施設内にある自動販売機をご利用いただけます  

 

財産の保全 

      管理 

必要に応じて地域権利擁護制度や成年後見人制度 

等の各種制度のご利用ができます。 

詳しくは事務長の方へご相談下さい。 

ご利用されるか否かは任意となっております。 

 

＊ その他 

日常生活に必要な物品（別紙「入所案内」参照）につきましては、ご利用者の方でご持参

下さい。なお、ご都合によりご家族様で対応できない場合は業者代行もできますので、スタ

ッフにご相談ください。（但し、おむつについては既に料金に含まれております） 

   電気代・電話使用料・その他実費弁償的費用については実費をいただきます。テレビは  

備え付けのものを、イヤホンを使用してご利用下さい。（テレビカードは１階正面玄関で販

売しています、１枚で約 20 時間視聴できます。） 

 

２ 医療について 

当施設の医師で対応できる医療・看護につきましては介護保険給付サービスに含まれて 

おりますが、当施設で対応できない処置・手術及び病状の著しい変化に対する医療につきま

しては、併設または、他の医療機関による往診や入通院により対応し、医療保険適用により

別途自己負担していただくことになります。 

 

３ 苦情等申立窓口 

  当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問・苦情がございましたら、当施設ご利用     

相談室担当者（介護医療院 看護師 則本里美）まで お気軽にご相談下さい。 

  又、ご意見箱での受付も致しておりますのでご利用下さい。責任をもって調査、改善を   

させていただきます。 

 

４ 非常災害時の対策 

  別途定める「医療法人三水会田尻病院消防計画」にのっとり対応致します。 

  平常時の訓練として、年２回避難訓練を実施致します。 

５ 協力医療機関 

 当施設が定めている協力医療機関は次の通りです。 

医療機関名 医療法人 三水会 田尻病院 

所在地 岡山県美作市明見 550-1 

電話番号 0868 - 72 - 0380  

診療科目 内科・外科・整形外科・小児科・皮膚科 

循環器内科・脳神経外科 

 

６ 介護サービス第三者評価の実施状況について  

介護サービス第三者評価とは、事業者の実施するサービスの質を当事者（事業者及び利 

用者）以外の公正・中立な第三者機関が，専門的かつ客観的な立場から評価する取組で 

す。 なお、評価を受ける事は任意となっていることから、当施設において第三者評価

実施の予定はありません。 


